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別表第３　専門職学位課程（法科大学院）

授業科目 単位

憲法基礎 4

民法基礎Ⅰ 4

民法基礎Ⅱ 4

民法基礎Ⅲ 4

（１） 商法基礎 4

刑法基礎Ⅰ 4

刑法基礎Ⅱ 2

法解釈基礎Ⅰ 1

法解釈基礎Ⅱ 1

行政法基礎 2

民事訴訟法基礎 3

刑事訴訟法基礎 3

対話型演習憲法 2

対話型演習行政法Ⅰ 2

対話型演習行政法Ⅱ 2

対話型演習民法Ⅰ（財産法Ⅰ） 2

対話型演習民法Ⅱ（財産法Ⅱ） 2

対話型演習商法Ⅰ 2

（２） 対話型演習商法Ⅱ 2

対話型演習民事訴訟法 2

対話型演習刑法Ⅰ 2

対話型演習刑法Ⅱ 2

対話型演習刑事訴訟法 2

家族法 2

応用憲法 1

応用民事訴訟法 1

応用刑事訴訟法 1

R&Wゼミ憲法 1

R&Wゼミ民法 1

R&Wゼミ商法 1

R&Wゼミ民事訴訟法 1

R&Wゼミ刑事法 2

商取引法 1

先端実務租税法判例・事例研究 2

先端実務独占禁止法判例・事例研究 2

先端実務知的財産法判例・事例研究 2

倒産法Ⅰ 2

倒産法Ⅱ 2

租税法Ⅰ 2

租税法Ⅱ 2

経済法Ⅰ 2

経済法Ⅱ 2

特許法 2

著作権法 2

労働法Ⅰ 2

労働法Ⅱ 2

環境行政法 2

環境訴訟 2

国際法Ⅰ 2

国際法Ⅱ 2

国際私法Ⅰ 2

国際私法Ⅱ 2

比較憲法 2

上場会社法 2

保険法 2

民事執行・保全法 2

刑事学 2

商標不正競争法 1

国際経済法 2

消費者法 2

社会保障法 2

ＡＤＲ論 2

科目区分

ロ

展
開
・
先
端
科
目

４単位　選択必修

要件

専
門
職
学
位
課
程

イ
　
法
律
基
本
科
目

未修者コースのみ履修可能
必

修
基
礎
科
目

未修者コース及び第29条第４
項の適用ある者のみ履修可能

必 修

応
用
科
目

注 １

自由選択

12単位　選択必修
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法学研究入門演習 2

法学研究論文演習 2

R&Wゼミ倒産法Ⅰ 1

R&Wゼミ租税法Ⅰ 1

R&Wゼミ経済法Ⅰ 1

R&Wゼミ知的財産法Ⅰ 1

R&Wゼミ労働法Ⅰ 1

R&Wゼミ環境法 1

R&Wゼミ国際法 1

R&Wゼミ国際私法Ⅰ 1

法文化 2

法思想 2

英米法 2 ４単位　選択必修

ヨーロッパ法 2

アジア法 2

中国法 2

ローヤリング 2

エクスターンシップ 2

海外エクスターンシップ 2

公法系訴訟実務基礎 1

民事裁判演習 2 ４単位　選択必修

刑事裁判実務 2

実務刑事法総合 2

ワークショップ企業内法務 2

R&Wゼミ企業法務 2 注 １

対話型演習法曹倫理 2

対話型演習民事裁判実務 2

対話型演習刑事手続実務 2

法律文書作成演習Ⅰ 1

法律文書作成演習Ⅱ 1

注１：全R&Wゼミから２単位選択必修

注２：授業科目の名称，単位数，科目区分，要件その他必要な事項については，増設の都度定める。

　第12条第2項による増設科目（注２）

注 １

ハ
　
基
礎
法
学
・

隣
接
科
目

ニ
　
法
律
実
務
基
礎
科
目

必 修

修得すべき単位数
99単位（既修者コースは第29条第3項，第4項又は第5項に
より修得したとみなされる単位を含む。）
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神戸大学大学院法学研究科専門職学位課程学生の履修等に関する細則 

平成16年4月1日制定 

平成17年3月2日改正 平成18年3月8日改正 

平成19年1月17日改正 平成19年3月7日改正 

平成20年2月13日改正 平成20年4月9日改正 

平成21年2月18日改正 平成22年2月10日改正 

平成22年12月15日改正 平成23年12月14日改正 

平成24年1月11日改正 平成25年2月27日改正 

平成26年2月26日改正 平成26年6月11日改正 

平成26年12月10日改正 平成27年7月8日改正 

平成28年4月13日改正 平成28年10月12日改正 

平成29年2月8日改正 平成29年3月1日改正 

平成29年6月14日改正 平成30年1月17日改正 

平成30年3月13日改正 令和元年12月18日改正 

     令和3年3月3日改正 令和3年12月15日改正 

令和4年1月19日改正 令和5年3月1日改正 

令和5年7月5日改正 令和6年12月4日改正        

令和7年6月4日改正 令和7年9月3日改正 

令和8年3月4日改正 

 

(趣旨) 

第1条 この細則は，神戸大学大学院法学研究科規則(以下，「規則」という。)に基づき，同研究科専門職学位

課程の授業，履修，修了要件等に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

(履修コース) 

第2条 専門職学位課程に法学未修者コース及び法学既修者コースを置く。 

2 規則第29条第2項により法学の基礎的な学識を有すると教授会が認める者を法学既修者コース学生とし，それ

以外の者を法学未修者コース学生とする。 

3 規則第9条に基づく入学志願者に対する選考を各コースを区分して行う場合には，規則第29条第2項の適用に

ついては，実務法律専攻法学既修者コース入学者選抜の最終合格者を同項の教授会が認める者とする。 

 

(学年の読み替え) 

第3条 本細則において第2年次，第3年次とあるのは，法学既修者コース学生の学生においては第1年次，第2年

次と読み替える。 

2 第1年次に関する規定は，法学既修者コースの学生には適用しない。 

 

(進級制限の適用) 

第4条 規則第17条の規定により第1年次において進級が認められない学生は翌年度も第1年次に在籍するものと

し，第2年次において進級が認められない学生は，翌年度も第2年次に在籍するものとする。 
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2 規則第17条の規定の適用により進級が認められない学生の翌年度における同条の適用においては，当該進級

が認められない年度に修得し同条後段の規定により修得が無効とされなかった単位は，当該翌年度において修

得した単位として扱う。 

 

 (授業科目の学年配当) 

第5条 授業科目の学年及び学期配当は別表のとおりに定める。 

2 規則別表第3に必修と記載した授業科目については，専門職学位課程学生(以下，「学生」という。)は，原則

として，それぞれ別表に掲げる学年及び学期に当該授業科目を履修するものとし，当該科目の単位を修得でき

ない場合には，翌年度以降に開講される授業科目を履修するものとする。 

3 前項以外の授業科目については，学生はそれぞれ別表に掲げる学年及び学期に当該授業科目を履修するもの

とする。 

 

 (他研究科等の授業科目の履修禁止) 

第 6条 学生は，他研究科，法学研究科博士課程及び学部の授業科目を履修することができない。 

 

(授業科目の重複履修の禁止) 

第 7条 学生は，同一名の授業科目を重複して履修することができない。ただし，規則第 17 条により進級が認め

られなかった場合において，同条後段の規定により単位の修得が無効とされた授業科目については，この限り

ではない。 

 

第 8条 削除  

 

(授業への出席) 

第 9 条 学生は，規則第 15 条第 1 項に定める届出を行っていない授業科目に出席することができない。ただし，

専攻長が特に必要と認める場合には，別に定めるところに従い，聴講できるものとする。 

 

 

第 10 条 削除 

 

   附 則 

この細則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成 17 年４月１日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する第 3 年次の者については，第 10 条第 2 項の規定にかかわらず，改正後の第 3

年次配当に係る授業科目及び，改正後の別表第 1中，「対話型演習行政法Ⅰ」と「対話型演習行政法Ⅱ」に係る

改正は適用する。 
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   附 則 

この細則は，平成 18 年 4月 1日から施行する。 

    

附 則 

1 この細則は，平成 19 年 4 月 1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する第 3 学年次の者については，第 10 条の規定にかかわらず，改正後の別表中，

「R＆W ｾﾞﾐ倒産法」に係る改正は適用する。 

3 この細則施行の際規則第１７条の定めるところにより第2学年次から第3学年次に進級することができなかっ

た者については，改正後の別表中「対話型演習刑事手続実務」を改正前の別表第 1中の「対話型演習刑事事実認

定」と読み替えて第 2学年次において履修するものとする。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成 20 年 2 月 13 日から施行する。 

2 この細則施行の際現に第 2 年次に在学する者については，第 10 条の規定にかかわらず，改正後の定めを適用

する。ただし，改正後の別表中「対話型演習契約法Ⅰ」を改正前の別表中「対話型演習契約法」に，改正後の別

表中「対話型演習契約法Ⅱ・不法行為法」を改正前の別表中「対話型演習不法行為法」にそれぞれ読み替える。 

 

附 則 

1 この細則は，平成 20 年 4 月 1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する第 3年次の者については，第 10 条の規定にかかわらず，改正後の別表中，「R&W

ゼミ環境法」及び「R&W ゼミ医事法」に係る改正は適用する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に第3年次に在学する者については，第10条の規定にかかわらず，改正後の定めを適用す

る。ただし，改正後の別表中，「対話型演習契約法Ⅰ・不法行為法」を改正前の別表中「対話型演習契約法

Ⅱ・不法行為法」に，改正後の別表中，「対話型演習契約法Ⅱ」を改正前の別表中「対話型演習契約法Ⅰ」に

それぞれ読み替える。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成22年4月1日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成24年4月1日から施行する。 
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附 則 

1 この細則は，平成25年4月1日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成26年4月1日から施行する。 

 

   附 則 

1  この細則は，平成27年4月1日から施行する。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成28年4月1日から施行する。 

 

   附 則 

この細則は，平成28年4月13日から施行し，改正後の神戸大学大学院法学研究科専門職学位課程学生の履修等

に関する細則の規定は，平成28年4月1日に入学した者（平成28年4月1日において第2年次に進級した法学未修者

コース学生を含む。）から適用する。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成29年4月1日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，平成 30 年 4 月 1日から施行する。 

 

附 則 

この細則は，平成 31 年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この細則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，令和 3年 4 月 1日から施行する。 

2 令和 3 年 3 月 31 日において現に在学する者(専門職学位課程の第 1 年次に在学する者のうち神戸大学院法研究

科規則第 29 条第 2項の適用を受けない者を除く。)については，なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この細則は，令和 4年 4 月 1日から施行する。 

2 令和 4 年 3 月 31 日において現に在学する者(法学未修者コース第 1 年次に在学する者を除く。)が，「対話型演

習刑事実体法Ⅱ」の単位を修得できなかった場合には，第 5 条第 3 項にかかわらず，翌学期以降に開講される

当該授業科目を履修することができる。 
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3 令和 4年 3 月 31 日において現に在学する者(法学未修者コース第 1 年次に在学する者を除く。)については，前

項の定めを除き，なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この細則は，令和 5年 4 月 1日から施行する。 

2 令和 5年 3 月 31 日において現に在学する者(法学未修者コース第 1 年次に在学する者を除く。)については，な

お従前の例による。 

 

附 則 

この細則は，令和 5年 7月 5日から施行する。 

 

附 則 

1 この細則は，令和 7年 4 月 1日から施行する。 

2 令和 7年 3 月 31 日において現に在学する者については，なお従前の例による。ただし，未修者コース学生のう

ち，令和 7年 4月 1日に第 2 年次に進級した者については改正前の第 10 条の規定にかかわらず令和 6年 4 月 1

日における定めを適用する。 

3 令和 7年 4 月 1日に入学する既修者コース学生については，令和 6年 4 月 1日における定めを適用する。 

4 令和 8 年 3 月 31 日において現に在学する者(法学未修者コース第 1 年次に在学する者を除く。)が，「家族法」

の単位を修得できなかった場合には，第 5 条第 3 項にかかわらず，翌学期以降に開講される当該授業科目を履

修することができる。 

 

附 則 

1 この細則は，令和 7年 6 月 4日から施行し, 改正後の神戸大学大学院法学研究科専門職学位課程学生の履修等

に関する細則の規定は，令和 7年 4月 1 日から適用する。 

 

附 則 （令和 7年 9 月 3日） 

この細則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行し, 令和 8 年度に限り, 第 5 条別表に定める「法思想」を後期開講, 

「英米法」を前期開講とする。 

 

附 則 （令和 8年 3 月 4日） 

この細則は，令和 8年 4月 1日から施行し, 令和 8年度に限り, 第 5 条別表に定める「社会保障法」を後期開

講, 「租税法Ⅱ」を前期開講とする。 
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別表
授業科目 学年 学期 授業科目 学年 学期

憲法基礎 ① 前期 環境行政法 ②③ 前期
民法基礎Ⅰ ① 前期 環境訴訟 ②③ 後期
民法基礎Ⅱ ① 前期 国際法Ⅰ ②③ 前期
民法基礎Ⅲ ① 後期 国際法Ⅱ ②③ 後期
商法基礎 ① 後期 国際私法Ⅰ ②③ 前期
刑法基礎Ⅰ ① 前期 国際私法Ⅱ ②③ 後期
刑法基礎Ⅱ ① 後期 比較憲法 ③ 前期
法解釈基礎Ⅰ ① 前期 上場会社法 ③ 前期
法解釈基礎Ⅱ ① 後期 保険法 ③ 前期
行政法基礎 ① 後期 民事執行・保全法 ②③ 前期
民事訴訟法基礎 ① 後期 刑事学 ③ 後期
刑事訴訟法基礎 ① 後期 商標不正競争法 ③ 前期
対話型演習憲法 ② 前期 国際経済法 ③ 後期
対話型演習行政法Ⅰ ② 前期 消費者法 ③ 後期
対話型演習行政法Ⅱ ② 後期 社会保障法 ③ 前期
対話型演習民法Ⅰ（財産法Ⅰ） ② 前期 ＡＤＲ論 ③ 後期
対話型演習民法Ⅱ（財産法Ⅱ） ② 後期 法学研究入門演習 ②③ 後期
対話型演習商法Ⅰ ② 前期 法学研究論文演習 ③ 前期・後期

対話型演習商法Ⅱ ② 後期 R&Wゼミ倒産法Ⅰ ③ 前期
対話型演習民事訴訟法 ② 後期 R&Wゼミ租税法Ⅰ ③ 前期
対話型演習刑法Ⅰ ② 前期 R&Wゼミ経済法Ⅰ ③ 前期
対話型演習刑法Ⅱ ② 後期 R&Wゼミ知的財産法Ⅰ ③ 前期
対話型演習刑事訴訟法 ② 後期 R&Wゼミ労働法Ⅰ ③ 前期
家族法 ② 後期 R&Wゼミ環境法 ③ 前期
応用憲法 ② 後期 R&Wゼミ国際法 ③ 前期
応用民事訴訟法 ② 前期 R&Wゼミ国際私法Ⅰ ③ 前期
応用刑事訴訟法 ③ 前期 法文化 ③ 前期
R&Wゼミ憲法 ③ 前期 法思想 ③ 前期
R&Wゼミ民法 ③ 前期 英米法 ③ 後期
R&Wゼミ商法 ③ 前期 ヨーロッパ法 ③ 後期
R&Wゼミ民事訴訟法 ③ 前期 アジア法 ③ 後期
R&Wゼミ刑事法 ③ 前期 中国法 ③ 前期
商取引法 ③ 前期 ローヤリング ③ 前期
先端実務租税法判例・事例研究 ③ 前期 エクスターンシップ ③ 前期
先端実務独占禁止法判例・事例研究 ③ 前期 海外エクスターンシップ ③ 前期・後期

先端実務知的財産法判例・事例研究 ③ 前期 公法系訴訟実務基礎 ③ 前期
倒産法Ⅰ ②③ 前期 民事裁判演習 ③ 後期
倒産法Ⅱ ②③ 後期 刑事裁判実務 ③ 後期
租税法Ⅰ ②③ 前期 実務刑事法総合 ③ 後期
租税法Ⅱ ②③ 後期 ワークショップ企業内法務 ②③ 後期
経済法Ⅰ ②③ 前期 R&Wゼミ企業法務 ③ 後期
経済法Ⅱ ②③ 後期 対話型演習法曹倫理 ③ 後期
特許法 ②③ 後期 対話型演習民事裁判実務 ② 前期
著作権法 ②③ 前期 対話型演習刑事手続実務 ② 前期
労働法Ⅰ ②③ 前期 法律文書作成演習Ⅰ ② 前期
労働法Ⅱ ②③ 後期 法律文書作成演習Ⅱ ② 後期
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4 .  学生の心得・奨学及び福利厚生
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